
『
大
日
本
史
﹄
献
上
本
に
つ
い
て

池

和

田

有

紀

は
じ
め
に

水
戸
藩
二
代
藩
主
徳
川
光
圀
は
︑
江
戸
藩
邸
に
て
修
史
事
業
を
始
め
︑
後
に
彰
考
館
と

呼
ば
れ
た
そ
こ
に
は
︑
各
地
か
ら
様
々
な
書
物
や
学
者
が
集
め
ら
れ
た
︒
ま
た
全
国
的
な

史
料
調
査
も
幾
度
と
な
く
行
わ
れ
た
︒
事
業
は
光
圀
没
後
も
継
続
︑
彰
考
館
は
江
戸
と
水

戸
双
方
に
置
か
れ
︑
歴
代
藩
主
の
奨
励
の
も
と
︑
史
書
の
執
筆
と
校
訂
が
繰
り
返
さ
れ
た
︒

こ
う
し
て
完
成
し
た
紀
伝
体
の
歴
史
書
が
︑﹃
大
日
本
史
﹄
で
あ
る
︒

現
在
︑﹃
大
日
本
史
﹄
の
写
本
や
版
本
は
︑
様
々
な
と
こ
ろ
に
伝
存
す
る
︒
し
か
し
写

本
の
現
存
状
況
が
﹃
国
書
総
目
録
﹄
な
ど
か
ら
あ
る
程
度
は
把
握
で
き
る
の
に
対
し
︑
版

本
に
つ
い
て
は
︑
こ
れ
ま
で
殆
ど
顧
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
︒

平
成
二
〇
年
︑
書
陵
部
は
新
た
に
版
本
﹃
大
日
本
史
﹄
二
四
四
冊
を
収
蔵
し
た(�

)
︒
長
く

宮
内
庁
三
の
丸
尚
蔵
館
の
所
蔵
で
あ
っ
た
も
の
が
移
管
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
移
管
以
前
の

来
歴
は
全
く
不
明
で
あ
っ
た
が
︑
調
査
の
結
果
︑
こ
れ
ら
が
文
化
七
年
︵
一
八
一
〇
︶
に

初
め
て
水
戸
藩
か
ら
献
上
さ
れ
た
二
六
冊
を
含
む
︑
朝
廷
へ
の
献
上
本
で
あ
る
こ
と
が
判

明
し
た
︒

『大
日
本
史
﹄
の
板
刻
は
文
化
三
年
に
開
始
さ
れ
︑
同
六
年
か
ら
七
年
に
か
け
て
︑
版

本
が
幕
府
や
朝
廷
に
献
上
さ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
︒
ま
た
献
上
に
際
し
水
戸
藩
主

徳
川
治
紀
が
朝
廷
に
奉
っ
た
上
表
の
原
本
が
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
て
お
り
︑
従
来
︑
こ
の

上
表
と
一
具
の
も
の
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
版
本
﹃
大
日
本
史
﹄
三
七
冊
が
︑
献
上
本

の
一
部
と
み
ら
れ
て
き
た
︒
と
こ
ろ
が
三
七
冊
の
内
容
は
必
ず
し
も
上
表
の
記
載
す
る
と

こ
ろ
の
内
容
・
冊
数
と
一
致
し
て
い
な
い
︒

そ
こ
で
小
稿
に
お
い
て
は
︑
ま
ず
新
収
の
﹃
大
日
本
史
﹄
二
四
四
冊
に
つ
い
て
概
要
を

紹
介
︑
こ
れ
ら
が
水
戸
藩
か
ら
朝
廷
へ
の
献
上
本
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
︒
次
い

で
二
四
四
冊
本
と
三
七
冊
本
と
の
関
係
な
ど
に
つ
い
て
も
考
察
し
て
み
た
い
︒

一

書
誌

新
収
﹃
大
日
本
史
﹄
版
本
二
四
四
冊
︵
以
下
︑
二
四
四
冊
本
と
称
す
る
︒︶
は
袋
綴
の

冊
子
本
で
︑
縦
三
〇
・
九
㎝
横
二
一
・
一
㎝
︑
全
て
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
・
同
じ
装
丁
で
あ

る
︒
表
紙
の
色
は
藍
色
で
あ
る
が
︑
濃
い
藍
色
と
︑
そ
れ
よ
り
や
や
淡
い
も
の
と
二
種
類

あ
る
︵
表
紙
の
色
が
異
な
る
理
由
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
︶︒
各
冊
と
も
外
題
は
︑
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貼
題
箋
の
上
に
﹁
大
日
本
史
﹂
と
印
字
さ
れ
︑
そ
の
下
方
に
墨
書
で
︑﹁
首
﹂
か
ら
﹁
二

四
三
﹂
ま
で
の
通
し
番
号
が
書
き
付
け
ら
れ
て
い
る
︒
二
四
四
冊
す
べ
て
に
︑
明
治
天
皇

ゆ
か
り
の
﹁
御
府
﹂
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
︵
カ
ラ
ー
図
版
右
上
参
照
︶︒

｢首
﹂
は
﹁
勅
諭
・
上
表
・
序
﹂
を
収
録
す
る
一
冊
で
︑
次
の
﹁
一
﹂
か
ら
﹁
七
三
﹂

ま
で
の
七
三
冊
が
﹁
本
紀
﹂︵
天
皇
の
事
績
を
一
代
毎
に
記
し
た
も
の
︶
に
相
当
︑﹁
七

四
﹂
以
降
﹁
二
四
三
﹂
ま
で
の
一
七
〇
冊
は
︑
后
妃
伝
か
ら
外
国
伝
に
至
る
各
﹁
列
伝
﹂

︵
天
皇
以
外
の
人
物
を
類
別
し
て
事
績
を
記
し
た
も
の
︑
及
び
外
国
史
︶
で
︑
総
計
二
四

四
冊
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
に
内
容
は
﹁
紀
伝
﹂︵
本
紀
・
列
伝
の
総
称
︶
の
み
で
︑﹁
志
﹂

︵
制
度
史
・
経
済
史
な
ど
部
門
別
の
歴
史
を
記
し
た
も
の
︶﹁
表
﹂︵
役
職
な
ど
の
一
覧
表
︶

は
含
ま
れ
な
い
︒

現
在
︑
こ
れ
ら
は
番
号
順
に
三
函
に
納
め
ら
れ
て
お
り
︑
第
一
函
に
は
﹁
首
﹂
か
ら

﹁
八
〇
﹂︑
第
二
函
は
﹁
八
一
﹂
か
ら
﹁
一
七
〇
﹂︑
第
三
函
に
﹁
一
七
一
﹂
か
ら
﹁
二
四

三
﹂
が
入
る
︒︵
上
の
図
版
�
を
参
照
︶

さ
て
︑
三
函
の
中
に
は
︑
二
四
四
冊
と
と
も
に
入
記
目
録
七
枚
が
納
め
ら
れ
て
い
た
︒

目
録
は
い
ず
れ
も
檀
紙
の
折
紙
で
︑
半
折
の
状
態
で
縦
二
六
㎝
×
横
六
四
㎝
前
後
と
︑
大

き
な
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
内
容
は
本
書
の
来
歴
を
明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
と
な
る
た
め
︑

ま
ず
は
七
枚
に
便
宜
︻
目
録
一
︼
か
ら
︻
目
録
七
︼
の
番
号
を
付
し
て
︑
左
に
掲
げ
る
︒

【目
録
一
︼︵
図
版
�
も
参
照
︶

大
日
本
史
刻
本
目
次

本
紀自

第
一
至

第
十
二

后
妃
伝

自
第
一

至
第
二

皇
子
伝

自
第
一

至
第
三

皇
女
伝
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図
版
�

大
日
本
史

二
四
四
冊
本
の
現
状



第
一

群
臣
伝

自
第
一

至
第
八

右
総
計
弐
拾
陸
冊

【目
録
二
】

大
日
本
史
刻
本
目
次

勅
諭

上
表

序

合
一
冊

本
紀自

第
十
三

至
第
三
十

后
妃
伝

自
第
三

至
第
五

皇
子
伝

自
第
四

至
第
七

皇
女
伝

第
二

群
臣
伝

自
第
九
至

第
二
十
六

右
総
計
肆
拾
伍
冊

【目
録
三
】

大
日
本
史
第
一
函

本
紀自

巻
三
十
一

至
巻
六
十
一

右
総
計
三
十
一
冊

【目
録
四
】

大
日
本
史
第
二
函

本
紀自

巻
六
十
二

至
巻
七
十
三

后
妃
伝

自
巻
七
十
九

至
巻
八
十
五

皇
子
伝

自
巻
九
十
三
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至
巻
九
十
九

皇
女
伝

自
巻
一
百
二

至
巻
一
百
五

群
臣
伝

自
巻
一
百
三
十
二

至
巻
一
百
三
十
六

右
総
計
三
十
五
冊

【目
録
五
】

大
日
本
史
第
三
函

群
臣
伝

自
巻
一
百
三
十
七

至
巻
一
百
七
十
二

右
総
計
三
十
六
冊

【目
録
六
】

大
日
本
史
第
四
函

群
臣
伝

自
巻
一
百
七
十
三

至
巻
一
百
七
十
八

将
軍
伝

自
巻
一
百
七
十
九

至
巻
一
百
八
十
六

将
軍
家
族
伝

自
巻
一
百
八
十
七

至
巻
一
百
九
十

将
軍
家
臣
伝

自
巻
一
百
九
十
一

至
巻
二
百
八

右
総
計
三
十
六
冊

【目
録
七
】

大
日
本
史
第
五
函

将
軍
家
臣
伝

自
巻
二
百
九

至
巻
二
百
十
二

文
学
伝

自
巻
二
百
十
三

至
巻
二
百
十
七

歌
人
伝

自
巻
二
百
十
八

至
巻
二
百
二
十
一
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孝
子
伝

巻
二
百
二
十
二

義
烈
伝

巻
二
百
二
十
三

列
女
伝

巻
二
百
二
十
四

隠
逸
伝

巻
二
百
二
十
五

方
技
伝

巻
二
百
二
十
六

叛
臣
伝

自
巻
二
百
二
十
七

至
巻
二
百
三
十

逆
臣
伝

巻
二
百
三
十
一

外
国
伝

自
巻
二
百
三
十
二

至
巻
二
百
四
十
三

右
総
計
三
十
五
冊

『大
日
本
史
﹄
は
通
常
︑
本
紀
七
三
冊
の
後
に
列
伝
一
七
〇
冊
が
続
き
︑
列
伝
は
后

妃
・
皇
子
・
皇
女
・
群
臣
・
将
軍
・
将
軍
家
族
・
将
軍
家
臣
・
文
学
・
歌
人
・
孝
子
・
義

烈
・
烈
女
・
隠
逸
・
方
技
・
叛
臣
・
逆
臣
・
外
国
の
順
で
あ
る
︒
従
っ
て
︻
目
録
一
︼
の
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図
版
�

二
四
四
冊
本
︻
目
録
一
︼



后
妃
伝
一
・
二
は
通
し
番
号
の
第
七
四
・
七
五
冊
に
相
当
し
︑
同
様
に
皇
子
伝
一
～
三
は

第
八
六
～
八
八
冊
︑
皇
女
伝
一
は
第
一
〇
〇
冊
︑
群
臣
一
～
八
は
第
一
〇
六
～
一
一
三
冊

と
な
る
︒
つ
ま
り
︻
目
録
一
︼
記
載
分
は
︑
題
箋
の
墨
書
番
号
で
い
え
ば
︑
一
～
一
二
︑

七
四
・
七
五
・
八
六
・
八
七
・
八
八
・
一
〇
〇
・
一
〇
六
～
一
一
三
の
合
計
二
六
冊
と
な

る
︒
同
じ
く
︻
目
録
二
︼
は
︑﹁
首
﹂
と
墨
書
さ
れ
た
勅
諭
・
上
表
・
序
の
一
冊
︑
本
紀

第
一
三
～
三
〇
︑
列
伝
第
七
六
～
七
七
︑
八
九
～
九
二
︑
一
〇
一
︑
一
一
四
～
一
三
一
の

計
四
五
冊
︒
更
に
︻
目
録
三
︼
か
ら
︻
目
録
七
︼
は
︑﹁
大
日
本
史
第
一
函
﹂
か
ら
﹁
大

日
本
史
第
五
函
﹂
と
題
さ
れ
た
五
函
の
目
録
で
︑
内
容
は
︻
目
録
二
︼
か
ら
続
い
て
お
り
︑

そ
れ
ぞ
れ
三
一
冊
・
三
五
冊
・
三
六
冊
・
三
六
冊
・
三
五
冊
分
で
あ
る
︒

｢首
﹂
冊
で
あ
る
勅
諭
・
上
表
・
序
が
︑﹁
本
紀
第
一
﹂
で
は
な
く
﹁
第
一
三
﹂
の
前
に

あ
る
こ
と
︵︻
目
録
二
︼︶
を
除
け
ば
︑︻
目
録
一
︼
か
ら
︻
目
録
七
︼
の
内
容
は
︑
ほ
ぼ

連
続
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
七
枚
に
記
載
さ
れ
た
冊
数
を
総
計
す
る
と
二
四
四
冊
に
な
る
の

で
︑
入
記
目
録
が
二
四
四
冊
本
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒

し
か
し
目
録
に
従
え
ば
︑﹁
首
﹂
か
ら
﹁
二
四
三
﹂
ま
で
が
整
然
と
納
め
ら
れ
た
現
在

の
三
函
の
状
態
と
異
な
り
︑
本
来
︑
二
四
四
冊
は
七
つ
の
ま
と
ま
り
か
ら
成
っ
て
い
た
こ

と
に
な
る
︒

そ
こ
で
本
目
録
と
二
四
四
冊
本
の
来
歴
を
知
る
た
め
に
︑
ま
ず
は
﹃
大
日
本
史
﹄
版
本

の
成
り
立
ち
と
江
戸
後
期
の
朝
廷
と
の
関
係
を
︑
水
戸
藩
に
よ
る
編
纂
記
録
な
ど
か
ら
洗

い
出
し
て
み
よ
う
︒

二

文
化
七
年
の
進
献

『大
日
本
史
﹄
編
纂
の
過
程
を
記
し
た
﹃
史
館
事
記(�

)
﹄
に
よ
る
と
︑﹃
大
日
本
史
﹄
の
板

刻
は
文
化
三
年
︵
一
八
〇
三
︶
に
始
め
ら
れ
た
︒

文
化
三
年
丙
寅
︑
正
月
二
十
四
日
︑
幕
府
の
若
老
采
女
正
戸
田
氏
庸
幕
府
の
命
を
中

山
備
州
に
伝
へ
て
曰
く
︑﹃
藩
府
編
纂
の
国
史
は
︑
当
時
校
訂
頗
る
緒
を
成
せ
り
と

聴
く
︒
然
ら
ば
則
ち
先
ず
校
成
の
巻
を
刻
し
て
︑
而
し
て
献
納
し
︑
其
の
余
は
当
に

相
続
ぎ
て
校
刊
献
納
す
べ
し
﹄
と
︒

(文
化
六
年
十
二
月
︶
二
十
四
日
︑
紀
伝
の
神
武
よ
り
天
武
に
至
る
刻
本
二
十
六
巻

を
幕
府
に
献
ず
︒
二
十
八
日
︑
刻
本
を
水
戸
宗
廟
に
献
奠
す
︒

こ
れ
ら
の
記
事
に
よ
れ
ば
︑
板
刻
は
校
訂
の
終
了
し
た
巻
か
ら
順
次
開
始
さ
れ
る
こ
と

と
な
り
︑
そ
の
三
年
後
の
六
年
暮
れ
︑
は
じ
め
て
神
武
記
か
ら
天
武
記
に
至
る
二
六
巻
分

が
完
成
︑
幕
府
と
水
戸
宗
廟
に
献
上
さ
れ
た
︒
な
お
こ
れ
よ
り
先
の
六
年
二
月
︑
水
戸
藩

主
徳
川
治
紀
は
︑
こ
れ
ま
で
仮
に
大
日
本
史
と
称
し
て
い
た
題
号
を
︑
正
式
に
用
い
る
勅

許
を
得
て
い
る(�

)
︒

次
い
で
翌
七
年
︑
同
様
に
版
本
は
朝
廷
へ
も
献
上
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
︒
そ
れ
に
際

し
水
戸
藩
主
徳
川
治
紀
は
︑
上
表
を
奉
っ
て
い
る
︒
上
表
文
の
起
草
は
藤
田
一
正
︵
幽

谷
︶
で(�

)
︑
そ
こ
に
は
治
紀
五
代
の
祖
で
あ
る
光
圀
が
編
纂
を
開
始
さ
せ
た
経
緯
や
修
史
の

特
色
︑
歴
代
藩
主
の
も
と
で
行
わ
れ
た
校
訂
・
補
修
の
過
程
な
ど
が
記
さ
れ
る
︒
ま
た
大

日
本
史
と
い
う
題
号
の
勅
許
を
得
て
校
刻
が
始
め
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
︑
書
写
の
労
が
減

省
さ
れ
る
こ
と
へ
の
期
待
も
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
︒

こ
の
上
表
の
原
本
は
︑
以
前
よ
り
書
陵
部
に
所
蔵
さ
れ
て
い
た(�

)
︒
も
と
は
京
都
の
御
所

御
文
庫
内
に
あ
っ
た
と
み
ら
れ
る
が
︑
明
治
以
後
東
京
に
移
さ
れ
︑
書
陵
部
の
前
身
で
あ
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る
図
書
寮
に
納
め
ら
れ
た
︒
す
で
に
明

治
二
二
年
︵
一
八
八
九
︶
図
書
寮
作
成

の
﹃
帝
室
図
書
目
録(�

)
﹄
に
﹁
大
日
本
史

進
献
上
表

一
巻
﹂
と
い
う
記
載
が
み

え
︑
ま
た
上
表
の
巻
頭
に
は
︑
図
書
寮

の
所
蔵
を
示
す
﹁
帝
室
図
書
之
章
﹂
印

が
捺
さ
れ
て
い
る
︒

図
版
�
に
見
る
と
お
り
︑
署
名
部
分

﹁
治
紀
﹂
が
自
署
と
認
め
ら
れ
る
の
で
︑

書
陵
部
蔵
本
が
原
本
で
あ
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
ろ
う
︒
献
納
時
の
も
の
と
み

ら
れ
る
︑
装
飾
が
施
さ
れ
た
函
︵
カ
ラ

ー
図
版
右
下
参
照
︶
と
と
も
に
伝
わ
る
︒

な
お
︑
こ
の
函
に
つ
い
て
は
︑﹃
史

館
事
記
﹄
文
化
七
年
七
月
の
条
文
に
次

の
よ
う
な
説
明
が
あ
る
︒

上
表
に
は
当
に
表
函
を
用
ふ
べ
し
︒

而
し
て
延
宝
八
年
に
拾
葉
集
の
上

表
を
献
ず
る
時
に
未
だ
表
函
の
製

有
ら
ず
︒
後
︑
貞
享
三
年
︑
礼
儀

類
典
を
編
す
︒
書
中
に
表
函
の
図

を
載
す
︒
而
し
て
其
の
式
久
し
く

絶
ゆ
︒
世
之
を
用
ふ
る
者
無
し
︒
是
に
於
て
類
典
の
図
に
本
づ
き
︑
三
長
記
・
玉
蘂

等
に
参
拠
し
︑
而
し
て
新
に
表
函
及
び
花
足
を
製
し
︑
白
綾
を
以
て
之
を
装
ひ
︑
上

表
の
諸
式
︑
皆
古
典
を
用
ふ
︒

す
な
わ
ち
延
宝
八
年
︵
一
六
八
〇
︶
に
﹃
扶
桑
拾
葉
集
﹄
を
朝
廷
に
献
じ
た
際
に
は
︑

上
表
の
函
は
製
作
し
て
お
ら
ず
︑
の
ち
に
水
戸
藩
が
編
纂
し
た
﹃
礼
儀
類
典
﹄
に
︑
上
表

に
用
い
ら
れ
る
表
函
の
図
を
載
せ
た
の
で
︑
そ
れ
に
基
づ
き
今
回
は
表
函
と
花
足
を
新
調

し
た
と
い
う(�

)
︒﹃
礼
儀
類
典
﹄︵
臨
時

上
表
︶
を
み
る
と
︑
確
か
に
函
図
が
存
在
し
︑
そ

の
出
典
は
﹃
三
長
記
﹄
建
久
七
年
︵
一
一
九
六
︶
一
二
月
一
一
日
条
で
あ
っ
た
︒

そ
し
て
実
際
︑﹃
三
長
記
﹄
同
日
条
に
は
︑
太
政
大
臣
上
表
に
用
い
る
も
の
と
し
て
︑

函
の
指
図
が
描
か
れ
て
い
る
︒
そ
の
外
形
は
当
該
上
表
函
に
よ
く
似
て
お
り
︑
更
に
は
左

の
如
き
注
記
が
施
さ
れ
る
︒

以
㆓

朴
木
㆒

作
㆑

之
︑
長
一
尺
一
寸
五
分
︑
弘
三
寸
一
分
︑
身
高
一
寸
七
分
︑
足
高
一

寸
︑
以
㆓

単
文
白
織
物
㆒

押
㆓

身
内
丕
不
㆑

押
㆑

蓋(�
)

︑

こ
れ
を
も
と
に
上
表
函
を
実
測
し
た
と
こ
ろ
︑
函
の
縦
・
横
・
高
さ
の
外
寸
は
︑
す
べ

て
注
記
の
数
値
と
一
致
し
た
︒
ま
た
︑
注
記
同
様
︑
函
本
体
の
内
側
に
は
白
絹
が
張
ら
れ

て
お
り
︵
蓋
の
裏
に
は
張
ら
れ
て
い
な
い
︶︑
材
質
も
ホ
オ
ノ
キ
と
思
わ
れ
る
︒
こ
の
よ

う
に
函
は
︑
鎌
倉
時
代
の
古
記
録
を
元
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒

さ
て
次
に
︑
上
表
の
本
文
を
み
よ
う
︒
そ
の
末
尾
は
次
の
よ
う
な
文
言
で
結
ば
れ
る
︒

故
今
紀
伝
二
十
六
巻
︑
刊
刻
已
就
者
︑
装
成
一
函
︑
聊
先
上
送
︑
余
将
続
進
︑
謹
随
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史
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表
以
聞
︑
上
塵
展
覧
︑
下
情
無
任
慚
懼
戦
汗
屛
営
之
至
︑
臣
治
紀
誠
惶
誠
恐
︑
頓

首
頓
首
謹
言
︑

文
化
七
年
十
一
月
五
日

参
議
従
三
位
左
近
衛
権
中
将
臣
源
朝
臣
治
紀
上
表

こ
れ
に
よ
れ
ば
︑
献
上
本
は
既
刻
分
で
あ
る
紀
伝
二
六
巻
︑
ま
ず
は
こ
れ
を
一
函
に
し

て
送
り
︑
そ
の
他
は
順
次
引
き
続
い
て
献
上
す
る
と
あ
る
︒
冊
数
は
幕
府
や
水
戸
宗
廟
と

同
じ
で
︑
ま
た
何
よ
り
も
︻
目
録
一
︼
に
記
載
さ
れ
る
﹁
右
総
計
弐
拾
陸
冊
﹂
に
合
致
し

て
い
よ
う
︒︻
目
録
一
︼
の
内
容
で
あ
る
﹁
本
紀
一
～
十
二
﹂
は
﹁
神
武
天
皇
記
﹂
か
ら

﹁
持
統
天
皇
記
﹂
に
相
当
︑
各
列
伝
も
天
武
朝
以
後
の
人
物
の
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
い

こ
と
か
ら
︑
先
の
﹃
史
館
事
記
﹄
の
﹁
紀
伝
の
神
武
よ
り
天
武
に
至
る
﹂
と
い
う
記
述
に

も
ほ
ぼ
一
致
す
る
︒

従
っ
て
︑︻
目
録
一
︼
に
記
載
さ
れ
る
二
六
冊
分
は
︑
こ
の
時
の
献
上
分
と
考
え
ら
れ

る
︒
つ
ま
り
二
四
四
冊
本
の
う
ち
二
六
冊
は
︑
文
化
七
年
︑
上
表
と
と
も
に
水
戸
藩
よ
り

献
上
さ
れ
た
︑
ま
さ
に
そ
の
版
本
な
の
で
あ
る
︒

で
は
献
上
は
︑
ど
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
次
の
﹃
史
館
事

記
﹄
に
よ
れ
ば
︑
上
表
及
び
二
六
冊
が
江
戸
を
進
発
し
た
の
は
一
一
月
五
日
︑
上
表
に
記

さ
れ
た
日
付
と
同
日
で
あ
る
︒

(十
一
月
五
日
︶
江
戸
を
発
す
︒
別
に
関
白
殿
下
に
贈
る
所
の
紀
伝
幷
に
上
表
副
函

を
添
ふ
︒
公
︵
治
紀
︶︑
殿
下
に
贈
る
所
の
書
及
び
備
牧
の
高
橋
某
に
贈
る
書
︑
長

孺
起
草
す

こ
の
よ
う
に
︑
献
上
は
関
白
鷹
司
政
熙
を
介
し
て
行
わ
れ
た
︒
実
は
治
紀
の
娘
は
政
熙

の
嫡
男
政
通
の
室
と
な
っ
て
お
り
︑
水
戸
徳
川
家
と
鷹
司
家
と
は
姻
戚
関
係
に
あ
る
︒
先

に
治
紀
が
題
号
の
勅
許
を
得
た
際
に
も
︑
政
熙
の
尽
力
が
あ
っ
た(�

)
︒
そ
し
て
今
後
の
献
上

に
お
い
て
も
︑
常
に
鷹
司
家
が
朝
廷
と
水
戸
藩
と
の
間
に
介
在
す
る
こ
と
に
な
る
︒
な
お

﹁
高
橋
某
﹂
と
は
︑
鷹
司
家
諸
大
夫
の
高
橋
氏
の
こ
と
で
︑
こ
の
と
き
水
戸
徳
川
家
と
鷹

司
家
と
の
取
り
次
ぎ
役
を
勤
め
た
︒

献
納
が
無
事
行
わ
れ
た
翌
八
年
︑﹃
史
館
事
記
﹄
正
月
五
日
条
は
︑
そ
の
様
子
を
次
の

よ
う
に
伝
え
る
︒

関
白
藤
公
に
報
ず
る
の
書
幷
に
高
橋
某
が
備
牧
書
に
答
ふ
る
の
書
至
る
︒
殿
下
の
書

の
略
に
曰
く
︑﹃
去
歳
十
二
月
朔
︑
参
内
︑
大
日
本
史
幷
上
表
を
齎
す
︒
執
奏
叡
覧

に
備
ふ
︒
天
顔
︑
喜
有
り
︒
叡
感
殊
に
甚
し
︒
勅
し
て
曰
く
︑

国
史
ニ
拠
リ
︑
博
ク
群
書
ヲ
考
ヘ
︑
一
大
部
ノ
書
ヲ
為
ス
︒
昭
代
ノ
美
事
︑
堂

構
ノ
業
︑
勤
労
想
フ
可
シ
︒﹄

公
︑
大
に
悦
び
謂
ら
く
︑﹃
勅
諭
の
褒
称
は
家
門
の
寵
栄
た
り
﹄
と
︒
十
五
日
︑

宗
廟
に
告
ぐ
︒

一
一
月
五
日
に
京
へ
向
け
て
出
発
し
た
上
表
お
よ
び
﹃
大
日
本
史
﹄
二
六
冊
は
︑
一
二

月
一
日
︑
政
熙
の
参
内
を
以
て
︑
無
事
に
光
格
天
皇
へ
と
献
上
さ
れ
た
︒
天
皇
の
褒
賞
に

預
か
っ
た
治
紀
は
大
い
に
喜
び
︑
宗
廟
に
そ
の
旨
を
報
告
し
た
と
い
う
︒

三

文
政
二
年
の
進
献

さ
て
︑︻
目
録
一
︼
が
︑
文
化
七
年
の
﹃
大
日
本
史
﹄
の
際
の
目
録
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
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他
の
目
録
も
同
様
に
進
献
目
録
と
考
え
て
良
い
で
あ
ろ
う
か
︒

朝
廷
へ
の
進
献
が
次
に
史
料
上
に
見
え
る
の
は
︑
文
政
二
年
︵
一
八
一
九
︶︑﹃
水
藩
修

史
事
略(

)
﹄
の
記
事
で
あ
る
︒

10文
政
二
年
十
二
月
︑
大
日
本
史
刻
本
四
十
五
巻
を
天
朝
に
献
ぜ
り
︒

こ
れ
が
第
二
度
目
の
献
上
と
す
れ
ば
︑
四
五
巻
と
い
う
冊
数
は
︻
目
録
二
︼
の
﹁
右
総

計
肆
拾
伍
冊
﹂
に
符
合
し
よ
う
︒︻
目
録
二
︼
の
内
容
は
︑︻
目
録
一
︼
か
ら
連
続
す
る
︒

従
っ
て
や
は
り
二
四
四
冊
の
う
ち
の
当
該
四
五
冊
も
︑
文
政
二
年
の
献
上
分
と
み
て
よ
い

の
で
は
な
い
か
︒

し
か
し
先
述
し
た
よ
う
に
︑
こ
の
︻
目
録
二
︼
に
は
︑
本
来
巻
頭
に
在
る
べ
き
﹁
首
﹂

す
な
わ
ち
勅
諭
・
上
表
・
序
の
一
冊
が
含
ま
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
な
ぜ
か
︒

初
度
献
納
直
後
の
文
化
八
年
︵
一
八
一
一
︶
五
月
︑
彰
考
館
総
裁
代
役
で
あ
っ
た
川
口

長
孺
︵
緑
野
︶
は
︑
あ
る
提
言
を
行
っ
た
︒﹃
史
館
事
記
﹄
に
次
の
よ
う
に
み
え
る
︒
な

お
長
孺
は
同
記
の
著
者
そ
の
人
で
あ
る
︒

五
月
六
日
︑
是
よ
り
先
︑
長
孺
議
し
て
謂
ら
く
︑﹃
義
公
︑
鳳
足
硯
銘
を
霊
元
帝
に

献
ず
︒
帝
勅
有
り
之
を
褒
め
た
ま
ふ
︒
其
の
宸
筆
︑
文
集
の
首
に
載
す
︒
拾
葉
集
を

献
ず
る
に
及
び
︑
亦
上
表
を
其
の
巻
頭
に
載
す
︒
須
ら
く
二
書
に
倣
ひ
︑
勅
諭
及
び

表
文
を
巻
首
に
載
す
べ
し
﹄
と
︒

『鳳
足
硯
銘
﹄﹃
扶
桑
拾
葉
集
﹄
な
ど
の
例
に
倣
い
︑
勅
諭
お
よ
び
上
表
文
を
板
刻
し
て
︑

巻
頭
に
置
く
べ
し
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
当
時
史
館
総
裁
で
あ
っ
た
高
橋
坦
室
や
藤
田
幽

谷
も
こ
れ
に
同
意
︑
早
速
︑
藩
主
治
紀
に
諮
っ
た
上
︑
六
月
六
日
に
は
︑

遂
に
勅
諭
を
刻
し
て
巻
首
に
載
せ
︑
且
つ
公
︵
治
紀
︶
が
勅
諭
に
跋
す
る
所
の
文
を

附
刻
す
︒

と
︑
勅
諭
の
掲
載
が
実
現
す
る
に
至
っ
た
︒
つ
ま
り
勅
諭
・
上
表
・
序
が
収
録
さ
れ
る

﹁
首
﹂
は
︑
初
度
献
納
の
後
に
板
刻
が
決
定
し
︑
ゆ
え
に
文
政
二
年
の
第
二
度
目
に
付
し

て
献
上
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒︻
目
録
二
︼
の
記
載
は
︑
こ
の
事
実
が
反
映
さ
れ
た
と
い
え

よ
う
︒

と
こ
ろ
で
︑
こ
の
第
二
度
献
上
の
詳
細
は
︑
次
の
﹃
鷹
司
政
通
記(

)
﹄
十
一
月
六
日
条
に

11

よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
︒

午
刻
斗
朝
参
︑
謁
㆓

博
陸
︵
一
条
忠
良
)丕
此
程
返
答
之
水
戸
雑
板
国
史
献
上
之
事
︑

然
者
此
方
よ
り
弥
伝
献
之
旨
申
了
︑

当
時
︑
関
白
の
地
位
に
あ
っ
た
の
は
鷹
司
家
で
な
く
一
条
家
で
あ
っ
た
が
︑
こ
の
日
忠

良
に
謁
し
た
政
通
は
︑
鷹
司
家
に
よ
る
︑
朝
廷
へ
の
﹃
大
日
本
史
﹄
の
伝
献
を
申
し
出
た
︒

初
度
献
納
の
先
例
と
︑
鷹
司
家
と
水
戸
徳
川
家
と
の
特
別
な
関
係
を
ふ
ま
え
て
の
こ
と
で

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
な
お
す
で
に
治
紀
は
文
化
十
三
年
︵
一
八
一
六
︶
に
没
し
︑
そ
の
子

徳
川
斉
脩
が
水
戸
藩
主
と
な
っ
て
い
た
︒

さ
ら
に
﹃
鷹
司
政
通
記
﹄
に
は
︑
実
際
に
版
本
が
到
着
し
た
一
二
月
二
〇
日
の
記
事
も

存
す
る
︒
少
し
長
い
も
の
で
あ
る
が
︑
次
に
掲
げ
る
︒
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一
︑
従
㆓

水
戸
斉
脩
卿
許
㆒

大
日
本
史
刻
本
到
着

大
日
本
史

新
刻
合

二
箱

禁
中
献
上

同

刻
本
一
具

合

二
箱

院
献
上

同

新
刻
合

二
箱

当
家

同

刻
本
一
具

吉
利

同

新
刻
分

俊
彦

准
后
殿
呈
翰
二
通

一
簡
呈
上
仕
候
︑
拙
家
編
集
之
大
日
本
史
︑
先
年
以
㆓

御
執
成
㆒

進
献
仕
候
所
︑

斉
脩
相
続
而
追
々
刻
成
仕
候
ニ
附
︑
此
度

御
所
江
四
十
五
巻
︑
尚
又

仙
洞
御
所
江
茂
七
十
一
巻
進
献
仕
度
奉
㆑

存
候
︑
則
一
同
指
参カ

候
間
︑
宜
御
執

奏
之
程
奉
㆑

冀
候
︑
恐
惶
謹
言

十
二
月
七
日

斉
脩

水
戸
参
議
中
将

︵
花
押
影
︶

鷹
司
准
后
殿
下

拝
下

再
啓
︑
委
細
之
義
者
︑
別
紙
ニ
為
㆓

相
認
措
㆒

儀
候
間
︑
宜
敷
御
披
見
可
㆑

被
㆑

下
候
︑
且
又
殿
下
に
も
此
度
刻
成
之
四
十
五
冊
呈
上
仕
候
︑
厳
重カ

其
節
最
御

目
置カ

所
㆑

冀
ニ
御
座
候
︑
以
上

こ
の
日
︑
鷹
司
家
に
到
来
し
た
の
は
︑﹃
大
日
本
史
﹄
鷹
司
家
へ
の
献
納
分
二
箱
・
禁

裏
︵
仁
孝
天
皇
︶
献
上
分
の
二
箱
・
院
︵
光
格
院
︶
へ
の
献
上
分
一
具
二
箱
・
そ
し
て
鷹

司
家
の
吉
利
・
俊
彦
分
で
あ
っ
た
︒

政
通
は
︑
斉
脩
か
ら
准
后
殿
︵
鷹
司
政
熙
︶
に
充
て
た
書
翰
二
通
も
日
記
に
書
き
留
め

て
お
り
︑
そ
の
中
に
﹁
御
所
江
四
十
五
巻
︑
尚
又
仙
洞
御
所
江
茂
七
十
一
巻
﹂
と
み
え
る

の
で
︑
院
御
所
へ
献
じ
ら
れ
た
一
具
と
は
︑
新
刻
四
十
五
冊
に
先
の
献
上
分
で
あ
る
二
十

六
冊
を
加
え
た
七
十
一
冊
で
あ
ろ
う
︒

な
お
吉
利
・
俊
彦
と
は
︑
鷹
司
家
諸
大
夫
で
あ
る
青
木
吉
利
と
高
橋
俊
彦
を
指
す(

)
︒
版

12

本
は
︑
水
戸
徳
川
家
と
鷹
司
家
と
の
間
で
︑
進
献
に
伴
う
実
務
に
携
わ
っ
た
両
者
に
も
支

給
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
吉
利
の
分
が
一
具
︵
七
一
冊
︶
で
あ
っ
た
の
に
対
し
︑
俊
彦
は
新

刻
分
︵
四
五
冊
︶
の
み
で
あ
る
の
は
︑
高
橋
氏
が
文
化
七
年
の
献
納
に
も
関
わ
っ
た
際
︑

す
で
に
二
六
冊
分
を
貰
い
受
け
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
︒

四

嘉
永
五
年
の
進
献

文
政
二
年
に
次
い
で
朝
廷
へ
の
三
度
目
の
進
献
が
史
料
上
に
確
認
さ
れ
る
の
は
︑
幕
末

の
嘉
永
年
間
で
あ
る
︒﹃
水
藩
修
史
事
略
﹄
を
み
よ
う
︒

(嘉
永
︶
五
年
二
月
七
日
︑
日
本
史
紀
伝
百
七
十
三
冊
を
幕
府
へ
贈
呈
す
︒
此
の
日
︑

水
戸
の
家
廟
へ
供
し
て
︑
成
功
を
告
ぐ
︒
翌
八
日
︑
久
世
大
和
守
に
命
じ
て
︑
満
足

な
り
と
の
意
を
伝
へ
し
む
︒

二
月
十
五
日
︑
禁
闕
へ
進
献
の
日
本
史
︑
此
の
日
を
以
て
江
戸
を
発
せ
り
︒
但
々
途
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中
雨
湿
︑
或
は
汚
壊
等
の
虞
あ
ら
ん
こ
と
を
慮
り
︑
予
め
副
本
を
製
し
て
︑
本
書
と

共
に
長
櫃
に
納
め
︑
人
夫
監
督
と
し
て
仲
間
二
人
之
に
添
ふ
︒
翌
日
︑
高
根
千
歳
便

宜
舟
路
に
て
京
都
に
赴
く
︒
此
の
月
二
十
九
日
︑
鷹
司
関
白
の
手
を
経
て
︑
日
本
史

刻
本
百
七
十
三
巻
を
禁
闕
へ
進
献
し
︑
翌
晦
日
︑
天
覧
に
供
し
奉
り
し
に
叡
賞
浅
か

ら
ざ
り
し
と
云
ふ
︒

嘉
永
五
年
︵
一
八
五
二
︶
二
月
七
日
︑
紀
伝
一
七
三
冊
が
幕
府
・
水
戸
宗
廟
へ
献
じ
ら

れ
︑
同
二
九
日
に
同
じ
く
一
七
三
冊
が
朝
廷
へ
献
上
さ
れ
た
︒
一
七
三
冊
と
は
︑
紀
伝
二

四
四
冊
か
ら
二
六
冊
・
四
五
冊
を
差
し
引
い
た
︑
残
り
の
全
冊
に
相
当
す
る
︒
す
な
わ
ち

三
度
目
の
献
上
を
以
て
︑
二
四
四
冊
の
献
納
が
完
了
し
た
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
冊
数
は
︑
初
度
・
第
二
度
の
進
献
に
比
べ
る
と
数
倍
で
あ
る
が
︑
そ
れ
で
も
文
政

二
年
か
ら
要
し
た
年
月
は
三
〇
余
年
と
︑
些
か
長
す
ぎ
る
︒
む
ろ
ん
藩
は
そ
れ
を
等
閑
視

し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
︑
こ
れ
よ
り
先
の
天
保
三
年
︵
一
八
三
二
︶︑
九
月
二
十
九
日

付
で
︑
藩
主
徳
川
斉
昭
よ
り
彰
考
館
総
裁
会
沢
安
︵
正
志
斎
︶
に
充
て
て
次
の
よ
う
な
書

が
送
ら
れ
た
︒

大
日
本
史
校
訂
の
事
︑
歴
世
心
を
尽
し
︑
史
臣
も
亦
力
を
尽
す
と
雖
も
︑
今
猶
ほ
成

功
を
告
ぐ
る
こ
と
能
は
ざ
る
は
︑
大
部
の
書
︑
固
よ
り
已
む
を
得
ず
と
雖
も
︑
然
れ

ど
も
徒
に
歳
月
を
遷
延
す
る
は
︑
上
は
天
朝
へ
対
し
︑
下
は
祖
先
に
対
し
︑
恐
懼
の

情
に
堪
へ
ず
︒
故
に
今
後
一
層
勉
励
︑
校
讐
を
了
る
べ
し
︑
其
の
上
木
の
如
き
は
︑

紀
伝
の
校
訂
悉
く
了
る
を
待
て
︑
一
時
に
著
手
す
べ
し(

)
︒

13

『大
日
本
史
﹄
は
大
部
の
書
物
ゆ
え
︑
博
学
の
者
た
ち
が
日
夜
精
勤
し
て
も
︑
一
朝
一

夕
に
は
出
来
上
が
ら
な
い
で
あ
ろ
う
と
し
な
が
ら
も
︑
長
引
い
て
は
朝
廷
に
対
し
て
も
祖

先
に
対
し
て
も
申
し
訳
な
く
︑
校
訂
が
全
て
終
了
し
た
な
ら
ば
︑
一
気
に
板
刻
を
行
う
よ

う
促
し
て
い
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
当
時
水
戸
藩
で
行
わ
れ
て
い
た
藩
政
改
革
の
う
ち
︑
極
端
な
排
仏
政
策
な

ど
が
問
題
視
さ
れ
︑
弘
化
元
年
︵
一
八
四
四
︶︑
斉
昭
が
幕
府
よ
り
謹
慎
・
隠
居
を
命
じ

ら
れ
る
と
︵
甲
辰
の
難
︶︑
そ
の
余
波
は
史
館
職
員
に
も
及
ん
だ
︒
校
訂
・
板
刻
作
業
が

嘉
永
年
間
に
ま
で
延
び
た
の
は
︑
こ
の
影
響
な
の
で
あ
ろ
う
︒

ち
な
み
に
嘉
永
五
年
二
月
の
献
上
を
遡
る
こ
と
三
年
前
の
同
二
年
暮
に
は
︑
右
の
と
お

り
本
紀
・
列
伝
の
板
刻
は
完
了
し
て
い
た
︒

嘉
永
二
年
十
二
月
十
九
日
︑
是
の
歳
︑
義
公
︵
光
圀
︶
薨
後
百
五
十
年
に
し
て
︑
始

め
て
大
日
本
史
紀
伝
上
木
成
功
せ
る
を
以
て
︑
史
館
一
同
へ
慰
労
と
し
て
︑
盛
宴
を

賜
は
る
︒
翌
日
を
以
て
板
木
彫
刻
人
・
指
物
師
・
定
附
等
に
賜
る
迄
︑
各
々
金
品
を

給
与
せ
ら
る(

)
︒

14

し
か
し
こ
れ
に
再
度
改
刻
を
重
ね
︑
ま
た
斉
昭
の
跋(

)
を
掲
げ
た
た
め
︑
進
献
ま
で
に
は

15

更
に
月
日
を
要
し
た
の
で
あ
る
︒

さ
て
嘉
永
五
年
︑
禁
裏
へ
の
献
上
本
一
七
三
冊
は
︑﹃
水
藩
修
史
事
略
﹄
に
よ
る
と
︑

二
月
十
五
日
に
江
戸
を
出
発
し
た
︒
道
中
の
雨
露
に
よ
り
汚
損
の
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
︑

複
本
を
作
成
し
て
正
本
と
と
も
に
長
櫃
に
納
め
た
と
い
う
︒
そ
し
て
前
回
同
様
︑
再
び
鷹

司
家
を
通
じ
て
献
上
さ
れ
た
︒
こ
の
時
に
作
成
さ
れ
た
諸
大
夫
高
橋
氏
の
書
状
が
あ
る
︒

大
日
本
史
今
度
御
刻
成
之
分
百
七
拾
三
巻
︑
都
合
五
箱
︑
則
昨
日
関
白
殿
御
参
内
︑
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被
㆑

成
㆓

御
伝
献
㆒

之
処
︑
叡
賞
不
㆑

浅
御
沙
汰
之
御
事
ニ
候
︑
仍
此
段
被
㆓

仰
入
㆒

候
事
︑

二
月
晦
日

高
橋
兵
部
大
輔(

)
16

本
書
状
か
ら
判
明
す
る
の
は
︑
献
上
本
の
一
七
三
冊
が
︑
都
合
五
箱
に
分
納
さ
れ
︑
そ

の
ま
ま
政
通
の
手
を
経
て
献
上
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
五
箱
と
は
︑︻
目
録
三
︼

所
載
の
﹁
第
一
函
﹂
か
ら
︑︻
目
録
七
︼
所
載
の
﹁
第
五
函
﹂
に
相
当
す
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
︒
な
ら
ば
そ
れ
ぞ
れ
の
函
に
は
︑
各
目
録
の
内
訳
通
り
︑
第
一
函
に
本
紀
三
一
冊

目
か
ら
六
一
冊
目
の
三
一
冊
が
︑
第
二
函
に
は
本
紀
六
二
冊
目
か
ら
七
三
冊
目
と
列
伝

︵
后
妃
・
皇
子
・
皇
女
・
群
臣
︶
の
残
り
の
分
三
五
冊
が
︑
第
三
函
・
第
四
函
に
は
そ
れ

ぞ
れ
群
臣
伝
が
三
六
冊
ず
つ
︑
第
五
函
に
は
三
五
冊
が
納
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
︒

こ
の
符
合
に
よ
り
︑︻
目
録
三
︼
か
ら
︻
目
録
七
︼
は
嘉
永
献
上
時
の
五
函
の
目
録
で
あ

る
こ
と
が
明
白
で
︑
当
該
二
四
四
冊
本
が
全
て
献
上
本
で
あ
る
こ
と
は
決
定
的
と
な
ろ
う
︒

な
お
︑
二
四
四
冊
本
を
み
る
と
︑
初
度
・
第
二
度
進
献
分
の
合
計
七
一
冊
に
つ
い
て
は
︑

各
冊
の
表
紙
が
い
ず
れ
も
薄
い
藍
色
に
統
一
さ
れ
て
い
る
︒
こ
れ
に
対
し
︑
三
度
目
の
進

献
分
で
あ
る
一
七
三
冊
を
み
る
と
︑
表
紙
は
す
べ
て
濃
い
藍
色
で
あ
る
︵
カ
ラ
ー
図
版
右

上
参
照
︶︒
表
紙
の
色
の
違
い
は
褪
色
な
ど
で
は
な
く
︑
明
ら
か
に
染
め
回
数
な
ど
の
差

に
よ
る
も
の
で
あ
る(

)
︒︵
た
だ
し
カ
ラ
ー
図
版
に
み
る
通
り
︑
薄
い
藍
色
の
冊
の
う
ち

17

﹁
首
﹂
冊
の
み
は
︑
巻
頭
ゆ
え
常
に
最
上
に
置
か
れ
︑
使
用
さ
れ
る
頻
度
も
多
か
っ
た
た

め
か
︑
他
の
冊
に
比
べ
て
若
干
の
褪
色
が
認
め
ら
れ
る
︒︶
そ
の
理
由
は
定
か
で
な
い
が
︑

第
二
度
と
第
三
度
の
進
献
に
は
三
〇
年
以
上
の
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
以
前
の
仕
様

が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
︒
し
か
し
言
い
換
え
れ
ば
︑
表
紙
の
色
の

相
違
は
︑
二
四
四
冊
の
進
献
が
一
度
に
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
時
間
差
が
あ
っ
た
こ

と
の
証
拠
と
も
言
え
る
︒

以
上
︑
二
四
四
冊
本
附
属
の
目
録
七
通
と
︑
水
戸
藩
の
記
録
な
ど
を
照
合
す
る
こ
と
に

よ
り
︑
二
四
四
冊
本
は
献
上
本
に
相
違
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
︒
進
献
は
全
三
度
に
わ
た

り
︑
文
化
七
年
・
文
政
二
年
・
嘉
永
五
年
と
足
か
け
四
二
年
の
歳
月
を
要
し
た
の
で
あ
る
︒

五

改
刻
本
の
献
上

と
こ
ろ
で
書
陵
部
に
は
︑
別
の
﹃
大
日
本
史
﹄
が
︑
こ
れ
ま
で
献
上
本
と
し
て
伝
え
ら

れ
て
来
た
︒
五
五
三
袞
九
と
い
う
函
架
番
号
を
持
つ
三
七
冊
で
あ
る
︵
カ
ラ
ー
図
版
左
上

参
照
︒
以
下
︑
三
七
冊
本
と
称
す
る
︶︒
上
表
原
本
が
こ
れ
に
附
属
し
て
伝
来
し
て
お
り
︑

そ
の
こ
と
か
ら
も
献
上
本
と
み
な
さ
れ
て
き
た
︒
上
表
同
様
︑
全
冊
に
図
書
寮
の
所
蔵
で

あ
る
こ
と
を
示
す
﹁
帝
室
図
書
之
章
﹂
印
が
捺
さ
れ
て
い
る
︒

先
述
の
如
く
書
陵
部
に
は
︑
上
表
原
本
に
加
え
て
装
飾
を
施
さ
れ
た
上
表
用
の
函
が
伝

わ
る
が
︑
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
︑
そ
の
外
函
も
ま
た
存
す
る
︒
カ
ラ
ー
図
版
左
下
は
︑
上

表
の
外
函
︵
左
側
︶
と
︑
三
七
冊
本
が
入
っ
て
い
た
外
函
︵
右
側
︶
で
あ
る
︒
そ
れ
ぞ
れ

﹁
大
日
本
史
進
献
上
表

壱
函
﹂﹁
進
献
大
日
本
史

壱
函
﹂
と
蓋
上
に
墨
書
が
あ
り
︑
形

状
も
墨
書
の
筆
跡
も
か
な
り
近
似
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
で
あ
ろ
う
︒
こ
れ
ら
が
献
上

時
の
外
函
そ
の
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
双
方
が
一
具
で
あ
っ
た
と
言
わ
れ
て
も
不
思
議

は
な
い
︒

し
か
し
︑
こ
れ
ま
で
述
べ
た
通
り
︑
本
紀
・
列
伝
の
全
二
四
四
冊
は
三
度
の
進
献
で
完

結
し
て
い
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
三
七
冊
本
と
は
一
体
何
か
︑
二
四
四
冊
本
と
の
関
連
は
あ

る
の
だ
ろ
う
か
︒
ま
た
外
函
の
存
在
は
︑
ど
の
よ
う
に
説
明
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
︒

三
七
冊
本
に
も
入
記
目
録
が
あ
る
の
で
︑
ま
ず
は
そ
れ
を
︻
目
録
八
︼
と
し
て
次
に
掲

げ
て
み
よ
う
︒
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【目
録
八
】

大
日
本
史
目
次

本
紀

自
巻
一
至

巻
十
三

巻
二
十
五

巻
七
十
二

后
妃
伝巻

七
十
六

自
巻
七
十
九

至
巻
八
十
五

群
臣
伝巻

一
百
九

巻
一
百
二
十

巻
一
百
二
十
二

巻
一
百
三
十
九

巻
一
百
五
十
九

巻
一
百
七
十
八

将
軍
家
臣
伝

巻
二
百
九

巻
二
百
十

義
烈
伝巻

二
百
二
十
三

叛
臣
伝巻

二
百
二
十
七

外
国
伝巻

二
百
三
十
二

巻
二
百
三
十
三

巻
二
百
四
十

巻
二
百
四
十
一

右
総
計
三
十
七
冊

目
録
の
法
量
は
縦
二
五
・
八
㎝
×
横
六
四
㎝
と
︑
二
四
四
冊
本
の
七
通
の
目
録
と
ほ
ぼ

同
一
の
大
き
さ
で
あ
る
︒
し
か
し
一
見
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
︑
本
目
録
は
︻
目
録
一
︼

か
ら
︻
目
録
七
︼
と
異
な
り
︑
内
容
に
一
定
の
連
続
性
が
見
い
だ
せ
な
い
︒
そ
れ
ぞ
れ
が

端
本
で
あ
る
か
の
よ
う
な
印
象
す
ら
受
け
る
の
で
あ
る
︒

実
は
当
該
三
七
冊
本
に
つ
い
て
は
︑
す
で
に
内
藤
一
成
氏
に
よ
る
言
及
が
あ
る(

)
︒
氏
は
︑

18

上
表
の
原
本
が
附
属
し
て
い
る
こ
と
︑
ま
た
﹁
進
献
大
日
本
史
壱
函
﹂
の
墨
書
の
あ
る
外

箱
が
伝
来
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
水
戸
藩
の
記
録
と
も
照
合
し
た
上
で
︑
三
七
冊
本
を
文

化
七
年
の
献
上
本
で
あ
る
と
断
定
さ
れ
た
︒
し
か
し
一
方
で
︑
文
化
七
年
の
進
献
記
録
に

み
え
る
﹁
紀
伝
二
六
冊
﹂
と
は
︑
内
容
も
冊
数
も
合
わ
な
い
こ
と
か
ら
︑
上
表
と
三
七
冊

本
と
は
本
来
一
具
の
も
の
で
は
な
い
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
︑
明
治
以
降
の
宮
内
省
公
文
書
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中
に
み
え
る
書
籍
目
録
類
か
ら
︑
そ
の
伝
来
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
ら
れ
て
い

る
︒そ

れ
に
よ
れ
ば
︑
ま
ず
明
治
七
年
︵
一
八
七
四
︶
四
月
に
京
都
御
所
内
に
あ
る
御
文
庫

の
書
籍
を
調
査
し
た
﹃
自
明
治
六
年
至
明
治
七
年

図
書
録
﹄
所
収
の
﹁
御
池
庭
並
御
内

庭
御
文
庫
書
目
﹂
に
︑﹁
一

進
献
大
日
本
史

甲
二
六
冊

一
函

乙
上
奏
入

一
函

二
函
﹂
と
あ
る
の
が
︑﹃
大
日
本
史
﹄
献
上
本
に
つ
い
て
の
最
も
古
い
記
録
で
あ
る
と
い

う
︒
そ
の
後
明
治
一
〇
～
一
八
年
作
成
と
さ
れ
る
﹁
吹
上
御
文
庫
書
籍
目
録
﹂
に
は
﹁
大

日
本
史
進
献
上
表

一
巻

一
筥
﹂
と
の
み
あ
り
︑
同
二
二
年
図
書
寮
作
成
の
﹃
帝
室
図

書
目
録
﹄
に
﹁
大
日
本
史

入
記
添

徳
川
光
圀
撰

進
献
本
刊

三
七
﹂﹁
大
日
本
史

進
献
上
表

一
巻
﹂
が
み
え
る
︒

こ
こ
か
ら
氏
は
︑
進
献
本
は
少
な
く
と
も
二
六
冊
本
と
上
表
の
一
函
ず
つ
が
明
治
七
年

ま
で
京
都
御
所
内
の
御
文
庫
に
伝
来
し
た
こ
と
︑
そ
の
後
東
京
に
移
り
︑
明
治
二
二
年
に

は
三
七
冊
本
と
な
っ
て
い
た
こ
と
を
明
確
に
さ
れ
た
︒
し
か
し
結
局
は
三
七
冊
本
の
中
に

進
献
本
二
六
冊
が
含
ま
れ
る
の
か
︑
或
い
は
全
く
別
物
で
あ
る
の
か
は
不
明
の
ま
ま
と
す

る
︒内

藤
氏
に
よ
る
調
査
の
時
点
で
は
︑
二
四
四
冊
本
は
そ
の
存
在
が
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な

か
っ
た
︒
い
ま
二
四
四
冊
本
と
三
七
冊
本
の
外
見
を
比
べ
て
み
る
と
︑
全
く
同
じ
表
紙
・

装
丁
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
︒
法
量
も
二
四
四
冊
本
の
そ
れ
に
等
し
い
︒
従
っ
て
両

者
が
全
く
関
係
の
な
い
も
の
と
は
思
わ
れ
な
い
︒
ま
た
︑
三
七
冊
本
の
表
紙
の
色
は
︑
全

て
濃
い
ほ
う
の
藍
色
で
あ
る
の
で
︑
献
上
本
と
す
れ
ば
嘉
永
五
年
に
近
い
も
の
と
考
え
ら

れ
る
︒

そ
こ
で
嘉
永
五
年
以
降
の
献
納
に
関
し
︑
さ
ら
に
水
戸
藩
側
の
記
録
を
詳
し
く
み
る
と
︑

安
政
二
年
︵
一
八
五
五
︶︑﹃
水
戸
藩
史
料
﹄
上
編
乾
に
次
の
記
事
を
見
出
す
こ
と
が
で
き

る
︒

爰
に
又
斉
昭
ハ
前
年
進
献
せ
し
大
日
本
史
爾
来
改
刻
せ
し
処
あ
る
を
以
て
是
の
歳
十

月
関
白
政
通
に
因
り
て
進
献
せ
り
︑
其
の
往
復
文
書
左
の
如
し

鄙
簡
謹
啓
仕
候
︑
小
家
編
集
之
大
日
本
史
刻
本
︑
追
々
相
済
居
候
処
︑
曾
而
卑
意

進
達
仕
候
通
り
︑
改
刻
之
巻
も
有
㆑

之
候
︑
右
三
十
七
巻
因
㆓

先
例
㆒

進
献
之
儀
︑

宜
御
奏
達
被
㆑

下
度
奉
㆑

願
候
︑
此
段
捧
㆓

鄙
簡
㆒

候
︑
恐
惶
謹
言

十
月
五
日

斉

水
戸
中
納
言

昭

大
相
国
藤
公
殿
下

侍
史

拝
答
︑
今
度
大
日
本
史
改
刻
巻
御
進
献
︑
去
八
日
令
奏
聞
候
︑
毎
度
御
重
宝
之
品

被
㆑

献
︑
不
㆑

斜
㆓

叡
満
㆒

候
︑
厚
可
㆓

申
暢
仰
㆒

候
︑
恐
々
謹
言

十
二
月
十
四
日

政

通

水
戸
黄
門
君

安
政
二
年
一
〇
月
︑
徳
川
斉
昭
は
︑
こ
れ
ま
で
進
献
し
た
大
日
本
史
の
中
に
︑
そ
の
後

改
刻
し
た
冊
が
あ
る
と
し
て
︑
改
め
て
そ
の
分
の
献
納
を
鷹
司
政
通
に
申
し
入
れ
た
︒
書

状
中
に
み
え
る
﹁
三
十
七
巻
﹂
が
︑
そ
の
冊
数
で
あ
る
︒
つ
ま
り
三
七
冊
本
と
は
︑
こ
の

時
に
献
じ
ら
れ
た
改
刻
本
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
す
る
と
目
録
の
内
容
に
連
続
性
が
み
ら
れ

な
い
の
も
頷
け
る
︒
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一
二
月
一
四
日
付
で
政
通
か
ら
返
状
が
あ
り
︑
そ
の
月
の
八
日
に
無
事
に
進
献
を
行
っ

た
と
こ
ろ
︑
叡
感
一
方
な
ら
ず
で
あ
っ
た
と
の
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
︒

な
お
﹃
水
戸
藩
史
料
﹄
は
こ
の
後
に
続
け
て
︑

改
刻
大
日
本
史
の
進
献
に
付
い
て
は
前
年
進
献
せ
し
旧
本
と
引
換
を
内
請
し
た
る
に
︑

旧
本
に
は
宸
筆
御
書
入
も
あ
り
て
御
下
げ
に
成
ら
ざ
る
と
の
事
な
れ
ば
︑
茲
に
改
刻

の
本
の
み
進
献
せ
し
な
り
と
い
ふ
︵
先
に
上
進
せ
し
旧
本
は
炎
上
の
時
も
焼
失
せ
ざ

り
し
な
り
︶

と
補
記
し
て
い
る
︒
す
な
わ
ち
改
刻
冊
の
献
上
に
つ
い
て
は
︑
内
々
に
先
の
進
献
分
と

の
交
換
を
要
請
し
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
そ
れ
ら
旧
本
に
は
﹁
宸
筆
御
書
入
﹂
が
あ
る
た

め
に
容
易
に
下
げ
渡
す
こ
と
が
許
さ
れ
ず
︑
そ
こ
で
改
刻
本
の
み
を
進
献
し
た
と
い
う
︒

管
見
の
限
り
で
は
︑
旧
本
で
あ
る
二
四
四
冊
本
に
書
き
入
れ
は
み
あ
た
ら
な
い
︒
唯
一

の
墨
書
は
二
四
四
冊
全
て
に
付
せ
ら
れ
た
︑﹁
首
﹂
か
ら
﹁
二
四
三
﹂
ま
で
の
外
題
の
通

し
番
号
で
あ
る
︒
宸
筆
御
書
入
れ
あ
り
︑
と
の
返
答
は
︑
交
換
に
要
す
る
手
数
を
省
く
た

め
の
方
便
と
も
考
え
ら
れ
る
が
︑
も
し
真
実
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑
通
し
番
号
こ
そ
が
宸
筆

で
あ
る
可
能
性
が
あ
ろ
う
︒
な
お
旧
本
は
焼
失
を
免
れ
た
と
あ
る
が
︑
そ
れ
は
嘉
永
七
年

︵
一
八
五
四
︶
四
月
に
起
き
た
内
裏
火
災
を
指
す
と
み
ら
れ
る
︒

と
こ
ろ
で
︑
三
七
冊
本
が
改
刻
本
で
あ
る
と
す
れ
ば
︑

当
然
改
刻
さ
れ
た
部
分
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
︒
そ
こ
で

旧
本
で
あ
る
二
四
四
冊
本
の
う
ち
の
該
当
冊
を
︑
三
七

冊
本
の
内
容
と
比
較
し
︑
第
一
か
ら
第
七
冊
ま
で
の
異

な
る
部
分
を
一
覧
に
し
た
の
が
上
の
表
で
あ
る
︒

扁
や
旁
を
改
め
た
だ
け
と
い
う
︑
わ
ず
か
な
改
刻
も

あ
る
の
で
︑
そ
の
箇
所
を
見
付
け
ら
れ
な
か
っ
た
冊

︵
第
二
冊
︶
も
あ
り
︑
ま
た
発
見
で
き
た
と
し
て
も
各

冊
一
箇
所
と
は
限
ら
な
い
の
で
︑
全
て
の
改
刻
部
分
が

判
明
し
た
と
は
言
い
難
い
︒

し
か
し
﹃
大
日
本
史
﹄
流
布
本
の
本
文
は
︑
改
刻
後

の
も
の
が
採
用
さ
れ
て
い
る
た
め
︑
二
四
四
冊
本
と
の

差
異
を
示
す
こ
と
に
よ
り
︑
板
刻
当
初
の
姿
が
明
ら
か

に
な
る
で
あ
ろ
う
︒
本
論
の
趣
旨
と
は
異
な
る
た
め
︑
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巻

頁

二
四
四
冊
本

三
七
冊
本

一

遊
紙
（
黄
色
）
な
し

あ
り
「
大
日
本
史
」
と
印
記
。

〃

八
ウ

高
皇
彦
霊
尊
五
世
孫
剣
根
為
葛
城
国
造

高
皇
産
霊
尊
五
世
孫
剣
根
為
葛
城
国
造
↓
図
版
4
参
照
。

三

四
オ

献
珍
宝
亜
種
、
拠
姓
氏
録
、
献
玉
帛
亜
種
者
、

献
珍
宝
蠶
種
、
拠
姓
氏
録
、
献
玉
帛
蠶
種
者

〃

四
オ

本
書
註
一
説
、
及
旧
事
紀
曰

本
書
一
説
曰

〃

四
オ

旧
事
紀
又
曰
、
武
内
大
臣
勧
天
皇
、
弾
琴
以
祈
神
、

于
時
日
暮
而
琴
音
頓
絶
、
挙
火
視
之
、
天
皇
身
忽
有

痛
、
而
明
日
崩
、
即
知
不
信
神
教
、
而
中
賊
矢
早
崩

又
曰
、
天
皇
不
信
神
唖
、
忽
病
而
崩

〃

一
〇
ウ

屠
南
蛮
枕
弥
多
礼

屠
南
蛮
忱
弥
多
礼

四

一
二
ウ

削
枕
弥
多
礼

削
忱
弥
多
礼

五

九
ウ

然
与
大
皇
太
后
連
書

然
与
太
皇
太
后
連
書

六

八
ウ

弁
為
鳥
飼
部

弁
為
鳥
養
部

七

五
オ

尊
皇
妃
為
皇
大
夫
人
媛

尊
皇
妃
為
皇
太
夫
人
媛

〃

三
ウ

代
徳
卒
汶
休
麻
那
侍
衛

代
徳
率
汶
休
麻
那
侍
衛



こ
こ
で
改
刻
の
本
文
内
容
を
一
々
検
証
す
る
こ
と
は
し
な
い
が
︑
板
刻
完
成
当
初
の
姿
を

そ
の
ま
ま
残
す
二
四
四
冊
本
は
︑
本
文
研
究
の
上
で
も
貴
重
な
存
在
と
い
え
な
い
だ
ろ
う

か
︒水

戸
藩
と
し
て
は
︑
禁
中
に
お
い
て
改
刻
本
三
七
冊
と
︑
二
四
四
冊
本
の
中
の
該
当
冊

と
が
差
し
替
え
ら
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
た
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
そ
の
作
業
が
行
わ
れ
た

形
跡
は
な
く
︑
二
四
四
冊
本
と
三
七
冊
本
は
別
々
に
取
り
置
か
れ
た
︒
や
が
て
三
七
冊
本

は
上
表
と
一
緒
に
さ
れ
︑
水
戸
藩
か
ら
の
献
上
本
と
さ
れ
る
一
方
で
︑
二
四
四
冊
本
の
来

歴
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
ず
に
来
た
の
で
あ
る
︒

な
お
三
七
冊
本
の
外
函
で
あ
る
が
︑
上
表
外
函
と
外
見
が
似
て
い
る
理
由
は
︑
そ
れ
が

安
政
二
年
の
献
納
時
の
も
の
と
す
れ
ば
︑
文
化
七
年
の
函
に
似
せ
て
作
成
し
た
た
め
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
近
似
の
度
合
い
か
ら
は
︑
双
方
と
も
文
化
七
年

の
初
度
献
納
時
の
も
の
と
み
て
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
も
と

は
初
度
献
納
分
の
二
六
冊
が
入
っ
て
い
た
も
の
を
三
七
冊
本
用
に
転
用
し
た
と
の
推
測
も

可
能
で
あ
る
︒
三
七
冊
本
と
二
四
四
冊
本
は
同
じ
大
き
さ
・
装
丁
で
あ
る
か
ら
︑
転
用
で

あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
あ
た
か
も
誂
え
た
函
で
あ
る
か
の
よ
う
に
適
合
し
た
で
あ
ろ
う
︒

他
に
手
が
か
り
が
な
い
た
め
︑
函
の
年
代
比
定
は
困
難
で
あ
る
が
︑
初
度
献
納
時
の
二
函

で
あ
る
可
能
性
の
あ
る
こ
と
だ
け
は
指
摘
し
て
お
き
た
い
︒

お
わ
り
に

以
上
︑
書
陵
部
新
収
﹃
大
日
本
史
﹄
二
四
四
冊
の
版
本
は
︑
水
戸
藩
か
ら
朝
廷
へ
の
献

上
本
で
あ
っ
た
こ
と
︑
文
化
七
年
に
二
六
冊
一
函
が
初
め
て
献
上
さ
れ
た
の
に
続
き
︑
文

政
二
年
に
は
四
五
冊
が
︑
そ
し
て
三
度
目
の
嘉
永
五
年
に
は
一
七
三
冊
五
函
分
が
︑
四
〇
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年
以
上
か
け
て
三
度
に
分
け
て
献
じ
ら
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒
さ
ら
に
安
政
二
年
︑

改
刻
し
た
冊
が
あ
る
と
し
て
︑
そ
の
分
三
七
冊
が
追
納
さ
れ
た
︒

こ
れ
ら
﹃
大
日
本
史
﹄
は
︑
御
所
の
御
文
庫
に
安
置
さ
れ
て
い
た
と
み
ら
れ
る
︒
や
が

て
二
四
四
冊
は
︑
外
題
に
﹁
首
﹂
か
ら
﹁
二
四
三
﹂
ま
で
の
通
し
番
号
が
書
き
入
れ
ら
れ
︑

順
番
に
三
函
に
納
め
ら
れ
た
︒
そ
れ
が
い
つ
ご
ろ
の
行
為
で
あ
っ
た
の
か
は
定
か
で
な
い
︒

し
か
し
﹁
御
府
﹂
印
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
明
治
以
降
に
東
京
へ
と
運
ば
れ
た
後
︑
一
時
︑

明
治
天
皇
の
周
辺
に
在
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
一
方
︑
三
七
冊
本
の
一
函
と
上
表
は

二
四
四
冊
本
と
は
別
置
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒
最
初
の
二
六
冊
と
と
も
に
献
上
さ
れ

た
は
ず
の
上
表
は
︑
い
つ
し
か
改
刻
分
三
七
冊
と
一
具
の
も
の
と
さ
れ
︑
そ
れ
が
水
戸
藩

か
ら
朝
廷
へ
の
献
上
本
と
し
て
︑
図
書
寮
に
納
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
で
﹃
大
日
本
史
﹄
の
編
纂
が
︑
明
治
以
降
も
続
い
た
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
︒

紀
伝
に
続
き
﹁
志
﹂﹁
表
﹂
の
全
て
が
完
成
し
た
の
は
明
治
三
九
年
︵
一
九
〇
六
︶
で
あ

っ
た
︒﹁
志
﹂﹁
表
﹂
の
板
刻
に
伴
い
︑
朝
廷
へ
の
献
納
も
引
き
続
き
行
わ
れ
て
お
り
︑
書

陵
部
に
所
蔵
さ
れ
る
図
版
�
の
﹃
大
日
本
史
﹄
二
八
冊
本(

)
は
︑
明
治
四
年
︑﹁
刑
法
志
﹂

19

の
完
成
に
よ
っ
て
徳
川
昭
武
か
ら
献
上
さ
れ
た
も
の
と
い
う(

)
︒
し
か
し
︑
そ
の
形
状
は
こ

20

れ
ま
で
の
二
四
四
冊
本
・
三
七
冊
本
と
異
な
り
︑
一
～
二
五
冊
は
紀
伝
の
縮
刷
版
で
︑
二

六
冊
か
ら
二
八
冊
が
﹁
志
﹂
の
部
分
で
あ
る
︒
一
巻
ご
と
に
製
冊
さ
れ
た
二
四
四
冊
・
三

七
冊
本
に
比
べ
る
と
︑
か
な
り
簡
略
化
さ
れ
た
印
象
が
あ
る
︒

そ
れ
で
は
︑
二
四
四
冊
本
・
三
七
冊
本
の
よ
う
な
︑
一
巻
ご
と
の
献
上
本
は
他
に
現
存

し
て
い
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
︒
こ
れ
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
︑
同
じ
も
の
は
幕
府
・
水
戸

宗
廟
に
献
じ
ら
れ
た
ほ
か
︑
仙
洞
や
鷹
司
家
に
も
納
め
ら
れ
た
︒
こ
の
ほ
か
宮
家
や
公

家
・
諸
侯
に
も
配
布
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
︒
例
え
ば
﹃
水
藩
修
史
事
略
﹄
に
よ
る
と
︑
嘉

永
五
年
の
三
度
目
の
献
上
時
︑

日
本
史
摺
立
部
数
を
予
め
定
む
る
の
議
あ
り
︒
曰
く
︑﹃
今
回
は
紀
伝
全
く
成
功
せ

る
を
以
て
︑
禁
闕
の
進
献
及
び
公
�
等
へ
の
贈
呈
は
︑
文
政
二
年
の
例
に
倣
ひ
︑
其

の
他
近
親
或
は
諸
侯
伯
へ
も
配
贈
し
︑
以
て
大
に
義
公
の
素
志
を
達
し
︑
歴
代
継
述

の
規
模
を
天
下
に
顕
は
さ
ん
﹄
と(

)
︒

21

と
︑﹃
大
日
本
史
﹄
を
天
下
に
知
ら
し
め
る
こ
と
が
義
公
光
圀
の
遺
志
で
あ
る
と
し
て
︑

水
戸
藩
は
広
く
近
親
諸
侯
へ
の
寄
贈
を
促
し
た(

)
︒
こ
れ
ら
の
装
丁
が
朝
廷
献
上
本
と
全
く

22
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同
一
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
︑
少
な
く
と
も
摂
関
家
や
宮
家
へ
は
同
じ
も
の
が

献
じ
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
︒
管
見
の
限
り
で
は
︑
図
版
�
有
栖
川
宮
旧
蔵
の
二
四
四
冊
本(

)
が

23

あ
る
︒

当
該
二
四
四
冊
本
に
関
連
す
る
と
思
し
き
記
録
が
﹃
有
栖
川
宮
家
日
記
﹄
安
政
二
年
十

二
月
七
日
条(

)
に
あ
る
︒

24

一
︑
水
戸
中
納
言
殿

使

鵜
飼
吉
左
衛
門

大
日
本
史
壱
部

右
今
度

禁
裏
御
所
江
御
校
正
之
大
日
本
史
壱
部
御
献
上
ニ
付
︑
此
御
方
江
も
壱
部

被
㆑

進
㆑

之
︑
中
納
言
殿
よ
り
委
細
御
直
書
を
以
て
仰
上
候
也
︑
右
武
藤
左
衛

門
権
大
尉
出
会
︑
御
口
上
承
㆑

之
︑
御
直
書
請
取
退
入
︑
及
㆓

披
露
丕
御
返
答

御
満
足
思
食
之
旨
︑
御
相
応
申
出
候
︑

こ
の
た
び
禁
裏
へ
﹁
御
校
正
之
分
﹂︵
改
刻
分
三
七
冊
を
指
す
︶
を
献
じ
た
の
で
︑
同

様
に
宮
家
へ
も
進
呈
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
有
栖
川
宮
旧
蔵
二
四
四
冊
本
の
表
紙
は

す
べ
て
濃
い
藍
色
で
︑
改
刻
分
に
相
当
す
る
冊
を
調
べ
た
と
こ
ろ
︑
総
じ
て
改
刻
後
の
内

容
と
な
っ
て
い
た
︒
ま
た
入
記
目
録
五
枚
が
付
属
し
︑
内
容
が
連
続
し
て
い
る
︒
従
っ
て

こ
の
時
に
宮
家
に
到
来
し
た
の
は
︑
改
刻
分
三
十
七
冊
の
み
で
な
く
︑
当
該
二
四
四
冊
の

一
揃
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

こ
の
ほ
か
に
も
︑
同
じ
装
丁
の
﹃
大
日
本
史
﹄
は
お
そ
ら
く
各
所
に
伝
存
す
る
で
あ
ろ

う(
)

︒
今
回
︑
朝
廷
へ
の
献
上
本
が
特
定
さ
れ
た
こ
と
は
︑
そ
れ
ら
同
じ
形
状
を
持
つ
﹃
大

25日
本
史
﹄
版
本
の
伝
来
過
程
や
年
代
を
明
ら
か
に
す
る
上
で
の
︑
参
考
や
手
が
か
り
と
も

な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

注(�
)

函
架
番
号
五
五
九
袞
五
四
︒

(�
)

川
口
長
孺
︵
緑
野
︶
著
︒﹃
訳
註
大
日
本
史
﹄
一
二
︵
大
日
本
史
普
及
会
編
・
発
行
︑

一
九
六
四
年
︶
所
収
︒

(�
)

『史
館
事
記
﹄
六
年
二
月
二
六
日
条
︒

（ 38 ）
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史



(�
)

『史
館
事
記
﹄
文
化
五
年
一
一
月
三
日
条
︒

(�
)

函
架
番
号
五
五
三
袞
九
︒

(�
)

宮
内
省
図
書
寮
版
︑
一
八
八
九
年
︒

(�
)

『礼
儀
類
典
﹄
は
︑﹃
大
日
本
史
﹄
と
同
じ
く
徳
川
光
圀
の
発
意
に
よ
り
水
戸
藩
が
編
纂

し
た
朝
儀
に
関
す
る
部
類
記
で
︑
書
陵
部
所
蔵
本
︵
函
架
番
号
四
〇
〇
袞
五

写
本

五
二

五
冊
︶
は
︑
宝
永
七
年
︵
一
七
一
〇
︶︑
水
戸
藩
か
ら
朝
廷
へ
の
献
上
本
で
あ
る
︒

(�
)

増
補
史
料
大
成
﹃
三
長
記
﹄︵
臨
川
書
店
︑
一
九
八
六
年
︶︒
返
り
点
は
筆
者
に
よ
る
︒

(�
)

注
�
を
参
照
︒

(

)

栗
田
勤
︵
晦
屋
︶
著
︒﹃
訳
註
大
日
本
史
﹄
一
二
︵
大
日
本
史
普
及
会
編
・
発
行
︑
一

10九
六
四
年
︶
所
収
︒

(

)

書
陵
部
所
蔵
︒
函
架
番
号
鷹
袞
六
八
二
︒

11(

)

『地
下
家
伝
﹄
二
二
を
参
照
︒

12(

)

『水
藩
修
史
事
略
﹄
天
保
三
年
九
月
二
九
日
条
︒
な
お
﹃
水
戸
藩
史
料
﹄
別
記
下
に
原

13文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
︒

(

)

『水
藩
修
史
事
略
﹄
嘉
永
二
年
一
二
月
一
九
日
条
︒

14(

)

起
草
は
史
館
員
︵
国
史
編
修
頭
取
︶
青
山
延
光
に
よ
る
︒﹃
水
藩
修
史
事
略
﹄
嘉
永
五

15年
三
月
二
二
日
条
︒

(

)

『水
戸
藩
史
料
﹄
別
記
下
所
収
︒
な
お
差
出
の
﹁
高
橋
兵
部
大
輔
﹂
は
俊
彦
の
子
俊
璹

16と
み
ら
れ
る
︵﹃
地
下
家
伝
﹄
二
二
を
参
照
︶︒

(

)

書
陵
部
修
補
師
長
藤
村
文
男
氏
の
御
教
示
に
よ
る
︒

17(

)

内
藤
一
成
氏
﹁
ま
ぼ
ろ
し
の
﹃
大
日
本
史
﹄
進
献
本
﹂︵﹃
日
本
歴
史
﹄
六
五
九

二
〇

18〇
三
年
︶

(

)

函
架
番
号
二
五
九
袞
九
七
︒
全
冊
に
﹁
御
府
﹂
印
が
あ
る
︒

19(

)

内
藤
論
文
お
よ
び
書
陵
部
恒
例
展
示
会
展
示
目
録
﹃
史
書
の
世
界
﹄︵
宮
内
庁
書
陵
部
︑

20二
〇
〇
一
年
︶
参
照
︒

(

)

『水
藩
修
史
事
略
﹄
嘉
永
四
年
六
月
二
九
日
条
︒

21(

)

た
と
え
ば
﹃
菅
葉
﹄︵
五
条
為
定
記

書
陵
部
所
蔵

函
架
番
号
四
五
五
袞
一
〇
六
︶

22

の
安
政
三
年
四
月
廿
一
日
条
に
も
次
の
よ
う
に
あ
る
︒﹁
自
㆓

水
戸
中
納
言
㆒

有
㆓

使
者
丕
蔵
板

日
本
史
上
梓
成
就
之
由
︑
百
七
十
三
冊
︑
別
ニ
改
刻
之
分
十
八
冊
︑
都
合
百
九
十
一
冊

二

箱

到
来
︑
但
由
緒
無
㆑

之
候
得
共
︑
先
年
予
所
持
日
本
後
紀
借
覧
之
返
礼
恵
㆓

七
十
一
冊
至

宇
多
天
皇
丕
其
後
上
木
出
来
︑
仍
被
㆑

恵
㆑

之
云
々
︑
全
部
二
百
四
十
四
冊
︑

別
ニ
改
刻
之
分
十
八
冊

永
為
㆓

家
蔵
㆒

可
㆓

珍
重
㆒

者
也
﹂︒
か
つ
て
公
家
の
五
条
為
定
は
︑
家
蔵
の
﹃
日
本
後
紀
﹄
を
貸
し
た
返
礼
と
し

て
︑
水
戸
藩
よ
り
﹃
大
日
本
史
﹄
七
一
冊
を
贈
ら
れ
て
お
り
︑
今
ま
た
残
り
一
七
三
冊
と
改

刻
分
一
八
冊
が
追
贈
さ
れ
た
と
い
う
︒﹃
大
日
本
史
﹄
の
編
纂
の
た
め
に
﹃
日
本
後
紀
﹄
の

よ
う
な
古
典
籍
を
藩
が
借
用
す
る
こ
と
は
広
く
行
わ
れ
て
い
た
た
め
︑
そ
の
返
礼
と
し
て

﹃
大
日
本
史
﹄
版
本
を
贈
ら
れ
た
公
家
や
武
家
は
少
な
く
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒
な
お

改
刻
冊
一
八
冊
と
は
︑
先
遣
の
七
一
冊
の
内
に
含
ま
れ
る
改
刻
分
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
︒

(

)

書
陵
部
所
蔵
︒
函
架
番
号
有
栖
袞
一
〇
〇
〇
三
︒

23(

)

書
陵
部
所
蔵
︒
函
架
番
号
有
栖
袞
五
〇
八
〇
︒
第
二
八
二
冊
︵
全
七
〇
四
冊
の
内
︶︒

24(

)

た
と
え
ば
公
益
財
団
法
人
徳
川
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
所
蔵
の
﹃
大
日
本
史
﹄
版
本
は
︑
そ
の

25ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
さ
れ
た
写
真
を
見
る
限
り
︑
二
四
四
冊
本
と
同
じ
表
紙
・
装
丁
で
あ

る
︒

(付
記
︶
本
稿
脱
稿
後
︑﹃
侍
講
日
記
﹄
明
治
一
三
年
四
月
二
八
日
条
︵
宮
内
公
文
書
館
所
蔵

識
別
番
号
二
四
五
〇
九
︶
に
次
の
記
事
が
み
え
る
旨
︑
中
村
一
紀
氏
よ
り
御
教
示
を
得
た
︒

一
︑
大
日
本
史
自
首
巻
至
二
百
四
十
三
巻
総
計
弐
百
四
十
四
冊
天
地
人
三
箱
入
︑

右
旧
水
戸
藩
ヨ
リ
献
上
相
成
居
候
分
︑
京
都
御
池
庭
御
文
庫
ヨ
リ
吹
上
御
文
庫
ヘ
相
廻

リ
居
候
ニ
付
︑
御
府
御
印
済
︑
侍
従
ヘ
指
出
シ
候

こ
の
記
事
か
ら
︑
二
四
四
冊
本
が
京
都
御
所
か
ら
東
京
へ
と
も
た
ら
さ
れ
︑﹁
御
府
﹂
印

が
捺
さ
れ
た
の
は
明
治
一
三
年
で
あ
っ
た
こ
と
︑
少
な
く
と
も
そ
の
際
該
書
は
献
上
本
で
あ

る
と
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
︒
ま
た
こ
れ
よ
り
先
の
﹃
侍
講
日
記
﹄
同
年
二
月

二
〇
日
・
三
月
二
七
日
条
に
は
︑
二
四
四
冊
本
の
た
め
に
三
つ
の
箱
が
新
造
さ
れ
た
と
み
え
︑

現
状
の
三
箱
が
同
じ
頃
の
製
造
で
あ
っ
た
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
た
︒
こ
の
ほ
か
中
村
氏
か

ら
は
上
表
函
の
存
在
に
つ
い
て
も
お
教
え
を
賜
っ
て
お
り
︑
こ
こ
に
記
し
て
厚
く
御
礼
を
申
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し
上
げ
ま
す
︒

（ 40 ）


